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○能美市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例

平成１７年２月１日

条例第４８号

(趣旨)

第１条 能美市が設置する地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条第１項に

規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例

に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第２条 指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に必要事項を

記入して、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第３条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当

すると認められるもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て

指定管理者を指定するものとする。

(１) 市民の平等な利用が確保されること。

(２) 施設の適切な維持及び管理を図ることができること。

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める

基準に適合すること。

(協定の締結)

第４条 前条の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長と施設の管理に

関する協定を締結しなければならない。

(指定管理者の業務の範囲等)

第５条 指定管理者が行う業務等は、管理をさせようとする施設の設置及び管理条例

等の定めるところによる。

(委任)

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
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この条例は、平成１７年２月１日から施行する。


